
【ポスター1】
メディカルツーリズムというもの

があります。これはOECDの定義な
のですが、消費者…要するに患者さ
ん等が何かの治療を受けることを目
的に、国内ではなく海外に、国境を
またいで渡航してそこで治療する。
これがメディカルツーリズムと呼ば
れているもので、一応こう定義して
あるのですけれども、メディカルツー
リズムというのはかなり多種多様な
形態を取っております。例えば健康
診断だけをリゾートホテルの併設の
クリニックでやるというようなものもありますが、今回、私どもが対象にしているのが、
いわゆる先端医療技術の提供を目的とするようなメディカルツーリズムです。

それは細胞治療であるとか臓器移植といった高難度かつ先端の医療を提供するメディカ
ルツーリズムであって、主に中南米カリブ海あるいは東南アジア、臓器移植であれば例え
ば中国といったところを中心に展開されているものがあります。

特徴としては、インターネットを介して患者さんを募集しているとか、こういったもの
が特徴になっています。そういう意味で、こういうことを先端医療ツーリズムとこの研究
では呼びます。MTというのはメディカルツーリズムという意味です。

どういったことが問題になってくるかといいますと、患者さんによってはこういった先
端医療ツーリズムが魔法の杖のように映ってしまうということです。特に通常、こういっ
た高難度なかつ先端の医療技術というものはそう簡単に受けられるものではありません。
もちろん、ものによりますが、一般的にはそうなっています。特に、高度に安全管理され
た医療機関…特定機能病院とかで厳格に実施されるものです。もともと科学的根拠が不十
分なものが多く、特に先端、高難度になればなるほどそういう傾向がありますので、不十
分な治療の大半は臨床研究とか治験で行われています。まさに、こういう研究体制がある
ような医療機関で、しかもプロトコルに沿ったごく限られた患者さんしか普通は受けられ
ないというのが、先端かつ高難度の医療の特徴です。ところが、こういうものがインター
ネットを介して募集され、しかも日本以外の比較的規制が緩いところで行われているとい
うことで、難治性の患者さんに非常に簡単に先端医療にアクセスできる機会を与える形に
なるわけです。
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お金があって、渡航できる健康状態があれば、治療を受けることができるというところ
で、何が問題になるかといいますと、有効性、安全性が科学的に未確立、あるいは根拠が
希薄な医療が実際提供されている。そのことによって医療機関の安全管理上の問題もまた
指摘されているところです。施設レベルとか技術レベル、術後管理などで、例えば感染症
…肝炎に感染したとかエイズウイルスに感染したとか、術後の、手術の縫合技術が非常に
低かったので、それによって副作用が発生したり、医療事故的なものが起こってしまった
りとかというものがある。

【ポスター2】
こういった先端医療ツーリズムは、

10年前ぐらい、ちょうどiPS細胞が
出始めたくらいからかなり議論が盛
んになってきました。『Science』とか

『Nature』とか『Cell』とかのトップ
ジャーナルでもかなり議論されるよ
うになってきているのですけれども、
大半が、患者さんへ、「こういった危
ないものですよ」、「ですので十分注意
してください」、「ちゃんとした医療
機関で受けるようにしてください」、

「細胞治療とかというものはまだまだ
開発段階ですのでそう期待しないでください」というような啓蒙活動、注意喚起、あるい
は医療機関への情報開示のようなものを求めている運動、議論というのが中心だったわけ
です。

一方で、渡航前対策の効果が限定的であるような難病を抱えた患者さんであればあるほ
ど、科学的妥当性だけで行動するのではない。わらにもすがる思いの患者さんが多く、実
際、希望をかなえるというような、科学とはちょっと違う根拠でこういったものを利用す
ることがありますので、いわゆる入り口の段階での施策も限界があります。

そこで、われわれが注目したのが帰
国後です。いろいろな論点はあるの
ですが、適正に帰国後の継続治療が
確保されているのかどうかとか、実
際、費用に健康保険が適用可能なの
かどうなのかとか、まずは、この2点
に絞って研究したということです。

【ポスター3】
方法としてはインタビュー調査が

中心になりました。
まず、日本と、オーストラリアの
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モナッシュ大学の研究員で、医療社会学をやっている日本人の大森真保さんと、そのボス
であるAlan Petersen教授と、3人でジョイントをしました。

インタビュー対象者は、日本の場合、医療関係者を中心に7名。オーストラリアでも医
療関係者を中心に10名インタビューしました。

【ポスター4】
まず論点として、継続治療の現状

というのと、公的保険制度の適用が
できているのかどうなのかというと
ころに絞ったわけですが、制度とし
ては、日本の継続治療というところ
で応召義務…患者さんを受け入れる
義務に注目したところ、医師法があっ
て応召義務というものがある。これ
は、正当事由がなければ基本的に拒
んではいけませんよという形になっ
ています。ただ、この正当な事由と
いうのが何かというのが、現在、根
拠となる法律省令がかなり古く、60年以上前の省令であるので、これ自体の運用もかなり
議論があるのですけれども、基本的には断ってはいけませんというふうになっている。オー
ストラリアのほうは、法律のようなものはないのですが、『Good Medical Practice』という
行動指針によってガバナンスされています。

公的医療保険については、日本の場合、国民健康保険など…もちろん団体保険とかいろ
いろあるのですが、一応、国民皆保険制度である。保険料と税金で賄われているというこ
とと、患者負担割合はこうなっている。オーストラリアはメディケアというような、これ
も国民皆保険制度です。これは税金で運用されているものです。ただし、このメディケア
を利用できるのは、公立病院で公的患者として受診した場合のみという形になっています。
その場合は、負担額はゼロで、この辺りは両国で少し違ってきているのですけれども、共
通しているのは国民皆保険制度ということです。かなり社会保障的な枠組みで行われてい
るところが共通しています。

【ポスター5】
継続治療ができているのかどうなのか、ということを医師の応召義務との関連でインタ

ビューしてみました。
日本の場合、まず、腎臓内科のお医者さんで、主に腎臓の渡航移植の患者さんを診た経

験のある先生ですが、「求められた場合は当然応じます。それが渡航移植であっても当然応
じる」と。「医師として職業上の義務と、渡航移植の是非の問題は切り離して考えないとい
けませんし、私はそういうふうに考えております。たとえ望ましくない治療の結果であっ
たとしても、応召義務がある以上はもちろん診ます」という意見でした。

大学病院の呼吸器外科の先生にインタビューしたところ、「もちろん来院された以上は応
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じます」と。ただ、「前の処置の原因
で病状が悪化した場合でも、こちら
が責任を問われる可能性もあります
ので、そういう意味では正直扱いに
くい患者である」、というふうな発言
でした。大学病院ですので、応召義
務は通常の病院よりもはるかに高い
ということでありました。

一方、オーストラリアでは応召義
務のような、そこまで固いものはな
いのですが、基本的には大きな問題
を抱えていたとしても「それはもち
ろん診ます、患者のせいではありませんから」、「あくまでも患者のせいでそうなったので
はなくて、その前の、医師のずさんな手術が原因なので、私は診ます」という意見でした。
ただ、メディケアでなく、100パーセント自由診療であって、なおかつお金が払えないよ
うな状況の人を見るかどうかというのは、「少しそれは迷うところである」という発言もあ
りました。

【ポスター6】
考察です。
まず継続治療の現状については、

医師の職業倫理あるいは応召義務に
支えられているというのが現状です。
特に社会保障的にこういった患者さ
んの継続治療が担保されているとい
うことはない。あくまで現場の先生
方の職業倫理あるいは応召義務から
の感覚というのでしょうか、遵法意
識みたいなものによって支えられて
いるということでした。

特に日本の場合は、やはり応召義
務という法的な遵法意識が少し強く、オーストラリアの場合は、職業倫理的な意識が少し
強かったということと、施設の性質…公的病院なのかあるいは大学病院なのか、私的な病
院なのかによって、その辺りの倫理の感覚も違ってくることが見い出されました。

両方の国ともに共通していたのが、ツーリズムの是非の問題と、患者さんを引き受ける
かどうかの是非の問題は、切り離されて考えている、ダブルスタンダードで考えていると
いうことでした。
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【ポスター7】
公的医療保険に対するインタビュー

については、基本的には保険で診ます
ということでした。自分の患者なの
で、自分の処置の範囲によって保険
が使えるかどうかというのを見てい
くということです。オーストラリア
でも基本的には同じでした。

【ポスター8】
実際、先端医療ツーリズムの是非

という問題では、結局、こういった
ものを制限すべきではないというこ
とは、保険の運用ということと合理
的には結びつかないということが示
されました。健康に問題があって保
険を利用するのが国民としての権利
だということと、このツーリズムを
利用するかどうかというのは、別問
題ではないかということでした。継
続治療について「保険を使うな」と言
うこと自体も問題ですし、だからと
いって「使ってもいい」ということを、
公的に厚生労働省あるいはオースト
ラリアの当局が言うと、間接的に肯
定してしまうことになるので、それも言えないだろう、と。モラルが低い医療機関ほどそ
れを悪用する可能性があるというところが危惧されるということでした。

【ポスター9】
結びに代えてですが、先端医療ツー

リズムを抑制するという正義の問題
と先端医療ツーリズムを利用する患
者その人たちの正義というのは、別
物として扱うべきなのかどうなのか
というところが今後の論点になって
くるところです。

こうなると、もう少し広い意味で
の公共の正義であるとか、保険制度、
社会福祉制度の運用の正義というよ
うな、少し大きな問題になってくる
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かなと思います。
実際、今、現場の先生方の倫理とか遵法意識で運用されている状態を、このまま柔らか

い緩やかな状態で運用していくのか、政策的にそれに何らかのアクションを起こしていく
のかというのは議論になってくるかなと思っております。

質疑応答

座長：　応召義務とメディカルツーリズムの関係に着眼されたのは法的に見ても非常に貴
重なご報告だし、実証的な研究だと思っております。恐らく日本にも海外からやっ
て来る人がますます増えるでしょうし、逆に日本から行く人もいるでしょう。こ
れは、世界の傾向として避けられないと思います。そうすると、応召義務だけを
根拠に対応するのでは、医療現場はかなり苦境に陥るのではないかな、と思われ
ますが、先生はインタビューあるいは調査されて、日本独自のそういった応召義
務に依拠した対応というのが限界ではないかと感じるようなことはございました
でしょうか。

岩江：　かなりそれは限界だと思います。時間の都合で説明しなかったのですけど、患者
さんを受け入れることと、その患者さんをとことん最後まで診るかどうかという
のは別問題で、実際、取りあえず診るけれども、次の治療は別のところにお願い
します、という運用がされているところもあると聞いております。大学病院であ
れば、そういつまでもその患者さんを診ているわけにいかないので、次のクリニッ
クを紹介するという話になって、ある種、患者さんの応急処置、応急処置のたら
い回しに陥る可能性がある。「とことん診ろ」というのは、むしろ現場に対してい
われないリスクを負わせることになる可能性があるので、そこはもう一つの論点
として考える必要があります。

座長：　そうすると、やはり何か制度的な枠組みの変更または構築が必要ではないかなと
私も内々考えているのですが、先生はいかがですか。

岩江：　これが難しいのが、それを肯定して、「保険を使ってもいいですよ」とか、「診な
さい」という形になると、結局ツーリズム入り口のところを間接的に肯定するこ
とになり、ちょっとデリケートなところがあります。だからといって、何もしな
いと継続治療が困難になるといった問題がある。ということで、入口と出口のと
ころで違う論点で議論されているので、これをリンクさせるのも難しいし、政策
的にどうこれを関連させていくのかというのが、やればやるほど単純ではないな、
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と分かってきたということです。

座長：　そうですね。これは今後の、実は大きな問題提起ではないかと私は受け止めてい
るのです。どうも貴重なご報告をありがとうございました。
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